
司法書士による「全国一斉無料成年後見相談会」 
 
9月 25，26，27日の 3日間、京都司法書士会及び（社）成年後見センター・リーガルサポート京都
支部は、下記のとおり，無料成年後見相談を開催致します。 
 昨今、高齢者を狙った次々販売等の悪質商法や、高齢者を取り巻く生活環境の中で結果として高齢者

虐待に至っている事案が散見されています。成年後見制度は、判断能力が不十分なために、財産侵害を

受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する身近な

仕組みです。ご本人の老後の不安はもちろん、高齢者を養護する方々の不安やご相談にお応えします。 
 

場 所：京都司法書士会館 

相談料：無料 (要予約) 

日 時：2007 年 9月 25 日（火），26 日（水），27 日（木） 午前１０時から１２時 

予 約：℡ ０７５－２５５－２５７８  

※ 相談は面談によりおこないます。電話での相談はご遠慮ください。 

相談例：必要もないのにリフォームの契約をされた／認知症の父の不動産を売却し

て入院費に充てたい／寝たきりの父の面倒を見て財産管理をしてきたが，

他の兄弟から疑われている 

昨年 4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援などに関する法律」が施行され、また、
各地域には地域包括ケアの考え方を基に高齢者が住み慣れた地域で尊厳ある生活を継続できるように

するための「地域包括支援センター」が設置されました。司法書士は、成年後見業務をはじめとして，

登記業務・訴訟業務・債務整理業務及び相談業務等を通して、高齢者の虐待を直接あるいは間接的に発

見しやすい立場にあり、この法律において、高齢者福祉に職務上関係のある者として、早期発見努力義

務が課されています。司法書士は「市民にもっとも身近な法律家」として市民の権利擁護に貢献します。 

 

[[[ 主 催 ]]] 
京都司法書士会 
〒604-0937  
 京都市中京区柳馬場通夷川上ル五丁目２３２－１

TEL ０７５－２４１－２６６６ 
FAX ０７５－２２２－０４６６ 

http://www.siho-syosi.jp/ 
(社)成年後見センター・リーガルサポート京都支部 

TEL  ０７５－２５５－２５７８ 
http://www.ls-kyoto.jp/  


